
  

いつもお読みいただき有難うございます。今年最後の

年末号をお届けいたします。さて事務所は繁忙期です。

狭い事務所を小走りしたくなる程忙しいのですが（笑）

お客様とのお電話で「お互い年末仕事がんばりましょう

ね！」と声を掛け合うことで気持ちがほっこり温かくな

っています。(^_^;) まずはセミナーのお知らせから 

 

ろうサポ主催♡ 

冬セミナー2012.1.18 

申し込み受付中！ 
 

今回メイン講師をお願いし

ているのは内科医の吉野真人

氏です。産業医でもある吉野

ドクターは、経営者の心身の

健康相談に実績が多数有り！ 

私川村は、今月 15 日にセ

ミナー打ち合わせも兼ねて吉

野クリニックに伺って、“ラ
ドン浴体験”をしてきま

す！これ以上健康になってどうするわたし…？！

（苦笑） 

 
～こんな社長におススメです～ 
 

○まだ体力には自信のあるアラフォー社長 

（「アラフォー」とうたっていますが、50 代以降の方

でも十分お役に立てる内容です） 

○若々しさをキープしたい社長さま 

○社長の健康管理が心配な社長奥さま 

○メタボが気になってきた社長さま 

○社員の元気のなさが気になる社長さま 

 

ろうサポのお客様は優先的にお席を確保いたしま

すので、お早めにお申し込み下さいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

先月に続いて就業規則第 3 弾です。どんなご相談

が多いのか、引き続き、事例を簡単にご紹介します。 

 

相談事例⑦ 

 

会社プロフィール サービス業  約 30名 

きっかけ 

退職した社員が同業者に転職し

た。在籍中には複数の資格をし

っかり取らせたのにも関わらず

…（怒） 

社長の気がかり 
同業者への転職を制限すること

は可能か？ 

川村作業ポイント 

【一部変更】 

「競業禁止の義務」という条文

を盛り込むこと、他に誓約書も

手直しすることを提案。ただし

絶対的な拘束力はない。競業を

禁止する地域や年数などをでき

るだけ最低限にすることで合理

的と見られる。 
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相談事例⑧ 

 

会社プロフィール イベント企画  10名未満 

きっかけ 

法人化したのをきっかけに後

回しにしていた労務管理を見

直したい 

社長の気がかり 

まったく知識が無いので、

日々の管理が不安。労基法の

基本から教えてほしい。 

川村作業ポイント 

 

【新規作成】 

まずは現状と社長方針をしっ

かりお聞き取り。若い会社が

着実に成長できるような労務

管理の土台にしたい。時間を

かけたヒアリングの結果、「一

人暮らし奨励金」などオリジ

ナルに富んだ内容が盛り込ま

れた。 

 

新規作成や別規程作成など 

年明けから始めれば… 

来年 4 月施行に間に合います！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次有給休暇の取得日数・取得率は？ 

◆労働者 30 人以上の企業が回答 

厚生労働省は、平成 23 年「就労条件総合調査」の

結果を 10 月下旬に公表しました。 この調査は、民

間企業における就労条件の現状を明らかにすること

を目的としています。 

調査対象は常用労働者 30 人以上の企業であり、平

成 23 年１月１日現在の労働時間制度、賃金制度など

の状況について 4,296 企業が有効な回答を行いまし

た。 

◆年次有給休暇の取得状況 

１年間に企業が付与した年次有給休暇日数（繰越

日数は除く）は、労働者１人平均 17.9 日（前年 17.9

日）であり、そのうち労働者が取得した日数は 8.6

日（同 8.5 日）となっています。取得率は 48.1％（同

47.1％）です。 

企業規模別に取得率をみると次のようになってお

り、規模別では取得日数・取得率ともに前年をわず

かに上回ったケースが多いですが、まだまだ低水準

だと言えます。 

・1,000 人以上…55.3％（前年 53.5％) 

・300～999 人…46.0％（前年 44.9％） 

・100～299 人…44.7％（前年 45.0％） 

・30～99 人が…41.8％（前年 41.0％） 

 

 

◆「仕事優先」か「プライベート優先」か 

 株式会社毎日コミュニケーションズが 2011年４

月入社の新入社員を対象に実施した意識調査の中で、

「仕事とプライベートどちらを優先した生活を送り

たいか」をたずねたところ、４月実施調査の同設問

と比較して、「仕事優先」が 21.7 ポイント減少、「プ

ライベート優先」が 22.5 ポイント増加したそうです。 

企業規模や業種業態などにより年次有給休暇を取

得できる環境は様々でしょうが、社員のプライベー

トも大切にしながら、効率よく仕事を行い、積極的

に休暇を取らせる仕組みづくりも大切だと言えるで

しょう。 

 

 

 

雇用・労働をめぐる最近の裁判例 

◆「雇止め」をめぐる裁判例 

 地方自治体の非常勤職員だった女性（55 歳）が、

長年勤務していたにもかかわらず、一方的に雇止め

をされたのは不当であるとして、自治体を相手取り

地位確認や慰謝料（900 万円）の支払いなどを東京地

裁に求めていました。 

同地裁は、「任用を突然打ち切り、女性の期待を裏

切ったものである」として慰謝料（150 万円）の支払

いを認めましたが、地位確認については認めません

でした。 

この女性は、主にレセプトの点検業務を行ってお

り、１年ごとの再任用の繰り返しにより約 21 年間勤

たしかに有給が取りやすいというのは、労働者に

とって満足感がありますね。まずは日数の半分の

消化を目指してはどうでしょうか。 

1,2,3 月は規程作成にちょうど

いいタイミングです。 

以下のサービスについてお気

軽にお問い合わせください！) 

□現行の規程の簡易診断（顧問

のお客様は無料です） 

□法改正に応じた変更（育児介護

休業、定年延長など） 

□別規程の作成 

□新規作成 



務していたそうです。（11 月 9 日判決） 

◆「過労死」をめぐる裁判例 

外資系携帯電話端末会社の日本法人に勤務し、地

方の事務所長を務めていた男性（当時 56 歳）が、接

待の最中にくも膜下出血で倒れて死亡した事案で、

男性の妻が「夫が死亡したのは過労が原因である」

として、労災と認めず遺族補償年金を支給しなかっ

た労働基準監督署の処分を取り消すよう大阪地裁に

求めていました。 

同地裁は、会社での会議後に行われた取引先の接

待について「技術的な議論が交わされており業務の

延長であった」と判断し、男性の過労死を認めまし

た。 

この男性は、お酒が飲めなかったにもかかわらず、

週５回程度の接待（会社が費用を負担）に参加して

いたそうです。（10 月 26 日判決） 

 

◆「震災口実の解雇」をめぐる労働審判申し

立て 

仙台市の複合娯楽施設２店舗で働いていたアルバ

イトの男女（11 人）が、「東日本大震災」を口実とし

た解雇は無効であるとして、施設の運営会社を相手

に地位確認などを求めて労働審判を申し立てました。 

同社から解雇されたのは今回申立てを行った計 11

人を含め 568 人もおり、約 100 人が同様の申立てを

検討しているとのことです。 

アルバイト側の代理人弁護士は「震災を口実とし

た便乗解雇であり、許されない」とコメントしてお

り、今後の審判の行方が注目されます。（10 月 25 日

申立て） 

 

 

 

 

 

今流行の「朝活」って何？ 

◆出勤前に勉強会などへ参加 

 会社への出勤前に勉強会などに参加する「朝活」

が若い世代を中心に広がっているようです。 

インターネット交流サイト（SNS）などを利用し

て業種や世代を超えた参加者と出会って人脈を作る

「朝活」は、一種の自己投資として注目されていま

す。 

◆「SNS」が出会いの場 

 インターネット交流サイト（SNS）は 2000 年代

の中頃から普及し、人脈を広げたいビジネスパーソ

ンなどに活用されています。 

大手交流サイトには、「朝活」で検索できるコミュ

ニティが約 150 もあり、呼びかけ人が場所・時間・

活動内容などを掲示し、希望者が参加意思を書き込

む仕組みで、最も大きいコミュニティには 2,000 人

以上が参加しているとのことです。 

◆人脈作りやスキルアップに効果的 

 ある人材コンサルタントは「時間の投資計画に

敏感になることがキャリアアップの秘訣」と話して

います。 

バブル期までは、接待や社内飲み会が全盛で、ビ

ジネスパーソンの多くは「夜型」でしたが、バブル

崩壊後は宴席が減り、どちらかというと「朝方」に

変化していきました。 

また、不況で人員削減が進み、ビジネスパーソン

の間で自己を守るための「自己投資」が本格化して

きました。 

さらに、「SNS」の普及により、同じ志を持つ人々

が「朝活」に集う環境が整いつつあるようです。 

 

◆幅広い「朝活」のテーマ 

 この「朝活」の効能は「気持ちがいい、楽しい、

ためになる」の３つだと言われており、交流系、学

習系、健康系、趣味系、仕事系、情報収集系、奉仕

系に分類されます。 

現在、自分の定年まで会社が存続するのかどうか

も不透明な時代です。常に必要とされる人材であり

続け、何かあったときには助け合える人間関係を作

るため、この「朝活」を始める人も多いようです。 

 

過労死はともかく、雇止めや解雇はいとも簡単に

トラブルになってしまうことを痛感します。 

事務所近くのカフェでモーニングを始めたお

店があり先日スタッフと行ってみました。「朝

ミーティング」♪気持が良くてなかなかよかっ

たですよ！(^.^) 




